
令和７年３月２１日 

令和７年第１回美浦村議会定例会追加議案 

美 浦 村 議 会         
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議 案 目 次             

 
 
議案第４２号  美浦村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
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議案第４２号 

 

   美浦村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和７年３月２１日 

 

美浦村長  中 島  栄   

 

 

 

 

 

 

 

 

   美浦村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 美浦村国民健康保険税条例（昭和４１年美浦村条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 別表第１中「１００分の６．３０」を「１００分の７．００」に、「３０，

５００円」を「３６，０００円」に、「１００分の２．９０」を「１００分の

３．００」に、「１２，８００円」を「１３，３００円」に、「１００分の

２．８０」を「１００分の２．６０」に、「１５，１００円」を「１４，６０

０円」に改める。 

 別表第２中「２１，３５０円」を「２５，２００円」に、「８，９６０円」

を「９，３１０円」に、「１０，５７０円」を「１０，２２０円」に、「１

５，２５０円」を「１８，０００円」に、「６，４００円」を「６，６５０

円」に、「７，５５０円」を「７，３００円」に、「６，１００円」を「７，

２００円」に、「２，５６０円」を「２，６６０円」に、「３，０２０円」を

「２，９２０円」に改める。 

 別表第３中「４，５７５円」を「５，４００円」に、「１，９２０円」を

「１，９９５円」に、「７，６２５円」を「９，０００円」に、「３，２００

円」を「３，３２５円」に、「１２，２００円」を「１４，４００円」に、
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「５，１２０円」を「５，３２０円」に、「１５，２５０円」を「１８，００

０円」に、「６，４００円」を「６，６５０円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の美浦村国民健康保険税条例の規定は、令和７年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 
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